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○釧路市民文化会館条例 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第２６２号 

改正 平成１９年３月２２日条例第１０号 

平成２３年３月１８日条例第１号 

平成２６年３月２０日条例第４号 

平成３１年３月２２日条例第８号 

令和元年６月２８日条例第２号 

（設置） 

第１条 市民文化の向上を図るため、釧路市民文化会館（以下「会館」という。）を設置

する。 

（位置） 

第２条 会館は、釧路市治水町１２番１０号に置く。 

（使用の承認） 

第３条 会館を使用しようとする者は、釧路市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

の承認を受けなければならない。 

（承認の制限） 

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を

承認しない。 

（１） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

（２） 会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

（３） 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にな

るとき。 

（４） 会館の管理運営上支障があるとき。 

（承認の条件） 

第５条 教育委員会は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、承認に必要な条

件を付することができる。 

（使用料） 

第６条 第３条の規定により会館の使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、
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別表により算定した額（その額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）の使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要がある

と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の使用料は、承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員

会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める

ときは、その一部又は全部を還付することができる。 

（使用者の義務） 

第８条 使用者は、その使用に係る会館の建物、附属設備等を善良な管理者の注意をも

って使用しなければならない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 使用者は、会館を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認

した目的以外に使用してはならない。 

（特別の設備） 

第１０条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付け以外の

器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、必要な設備をさせることが

できる。 

３ 前２項の特別の設備のために要する費用は、使用者の負担とする。 

（使用承認の取消等） 

第１１条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を

取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用承認の条件を変更することができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により第３条に規定する承認を受けたとき。 

（２） この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用承認の条件等に違反したと

き。 

（３） 災害その他不可抗力による理由により使用させることができなくなったとき

又は使用させることが不適当と認められるとき。 
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（４） 前３号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責め

を負わない。 

（原状回復の義務） 

第１２条 使用者は、会館の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還し

なければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止され

たときも同様とする。 

２ 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要

した費用を使用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第１３条 使用者は、会館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損

害を賠償しなければならない。 

（行為の禁止） 

第１４条 何人も、会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 会館の建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。 

（２） 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのお

それがある物品若しくは動物の類を携行すること。 

（３） 承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。 

（４） 承認なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。 

（５） 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。 

（６） 前各号に定めるもののほか、会館の管理運営上支障がある行為をすること。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民文化会館条例（昭和５４年釧

路市条例第３号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条
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例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年３月２２日条例第１０号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（使用料等の改定に係る経過措置） 

４ この条例（第１条、第９条、第１２条から第１５条まで、第１８条、第１９条、第

２１条から第２５条まで、第２８条、第２９条、第３１条、第３２条、第３６条、第

４４条、第５４条、第５７条、第６０条、第６４条及び第６８条を除く。）による改正

後のそれぞれの条例の規定（第２項第４号から第６号までに規定する規定を除く。）は、

施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等（以下「使用等」という。）に係る使用

料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの（施行日前に発行した納入通知書

に係るものを除く。）について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前

に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等

については、なお従前の例による。 

（規則への委任） 

８ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で

定める。 

附 則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄 

改正 令和元年６月２８日条例第２号 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（使用料等の改定に係る経過措置） 

５ この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第２３条から

第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条まで、第３７条、第４０

条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第６７条及び第７１条を除く。）によ
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る改正後のそれぞれの条例の規定（第２項第３号から第５号までに規定する規定を除

く。）は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」とい

う。）に係る使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日

前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。 

（規則への委任） 

１０ この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則

で定める。 

附 則（令和元年６月２８日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第６条関係） 

区分 午前 午後 夜間 全日 

９時～１２

時 

１２時～１

７時 

１７時～２

１時 

９時～２１時 

大ホール 平日 円 

３４，７９０ 

円 

５５，６６０ 

円 

７６，５４０ 

円 

１６７，００

０ 

土曜日、日曜日及び

休日 

４８，７１０ ６９，５８０ ９０，４５０ ２０８，７３

０ 

小ホール 平日 １３，９１０ １８，０９０ ２３，６７０ ５５，６７０ 

土曜日、日曜日及び

休日 

２０，８８０ ２７，８４０ ３４，７９０ ８３，５１０ 

展示ホール ４，１８０ ６，２５０ ８，３５０ １８，７８０ 

会議室 １号 ２，０９０ ２，７９０ ４，１８０ ９，０５０ 

２号 １，６８０ １，９５０ ２，２３０ ５，８６０ 

和室 ２，７９０ ３，４６０ ４，１８０ １０，４３０ 

練習室 １号 １，８１０ ２，０９０ ２，７９０ ６，６９０ 

２号 ３，２００ ３，４６０ ４，１８０ １０，８４０ 

３号 ９７０ １，２３０ １，９５０ ４，１５０ 
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大・小ホー

ル楽屋 

１号 ６９０ ９７０ １，２３０ ２，８９０ 

２号 ４１０ ６９０ ９７０ ２，０７０ 

３号 ２８０ ４１０ ６９０ １，３８０ 

４号 ２８０ ４１０ ６９０ １，３８０ 

浴室 １３０ ２３０ ２８０ ６４０ 

備考 

１ 入場料、会費、会場整理費等で教育委員会規則で定める額以上のものを徴収し

て使用する場合（教育委員会規則で定める場合を除く。）又は催物若しくは商品の

宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合には、当該使用区分に係る金

額に１２０％を限度として教育委員会規則で定める率を乗じて得た額を加算する。 

２ 使用時間を超過して使用する場合には、超過する時間１時間につき、当該使用

区分に係る金額に３０％を限度として教育委員会で定める率を乗じて得た額を加

算する。この場合において、１時間未満は１時間とみなす。 

３ 会館の附属設備の使用料は、別に教育委員会規則で定める。 

４ 冷暖房を使用した場合には、当該使用区分に係る金額に５０％を限度として教

育委員会規則で定める率を乗じて得た額を加算する。 

５ 練習又は準備のため舞台又は展示ホールを使用する場合の金額は、この表によ

る金額の５０％に相当する額とする。 

６ 午前・午後使用は９時から１７時まで、午後・夜間使用は１２時から２１時ま

での時間とし、その金額は各時間帯の金額の合計額とする。 

７ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日をいう。 

 


